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          あ き る 野 市 教 育 委 員 会 ４ 月 定 例 会 会 議 録  

 

１ 開 催 日   平成２７年４月２３日（木） 

 

２ 開 催 時 刻   午後１時５５分 

 

３ 終 了 時 刻   午後２時５１分 

 

４ 場 所   あきる野市役所 ５階 ５０５会議室 

 

５ 日    程   日程第１ 議案第１８号 あきる野市社会教育委員の解嘱及び委嘱 

                       について               

           日程第２ 議案第１９号 あきる野市図書館協議会委員の解任及び 

                       任命について             

           日程第３ 議案第２０号 あきる野市スポーツ推進審議会委員の解 

                       嘱及び委嘱について          

           日程第４ 報告第 １号 臨時代理した教育委員会の職員の人事異 

                       動に関する報告及び承認について    

           日程第５ 報告事項（１）平成２８年度使用教科用図書採択事務に 

                       ついて                

           日程第６ 教育委員報告                    

 

６ 出 席 委 員   委 員 長     山 城 清 邦 

           委員長職務代理者     田野倉 美 保 

           委      員     丹 治   充 

           委      員     宮 田 正 彦 

           教 育 長     宮 林   徹 

 

７ 欠 席 委 員   なし 

 

８ 事務局出席者   教 育 部 長     森 田   勝 

           指 導 担 当 部 長     肝 付 俊 朗 

           生涯学習担当部長     関 谷   学 

           教 育 総 務 課 長     小 林 賢 司 

           教育施設担当課長     清 水 保 治 



- 2 - 

 

           指 導 担 当 課 長     西 山 豪 一 

           学 校 給 食 課 長     木 下 義 彦 

           生涯学習スポーツ課長   鈴 木 将 裕 

           スポーツ・公民館担当課長 吉 岡   賢 

           図 書 館 長     松 島   満 

           指 導 主 事     梶 井 ひとみ 

           指 導 主 事     櫻 井 欣 也 

 

９ 事務局欠席者   なし 
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開会宣言   午後１時５５分 

 

委員長（山城清邦君） 

   皆さん、こんにちは。今年度第１回目、４月の定例会をこれから始めたいと思います。

初めての方もいらっしゃいますが、どうぞよろしくお願いいたします。 

   それでは、ただ今からあきる野市教育委員会４月定例会を開催いたします。 

   本日は、教育委員全員が出席しておりますので、地方教育行政の組織及び運営に関する

法律第１３条第２項に規定する定足数に達しておりますので、会議は成立しております。 

   なお、本日傍聴のご希望がありますので許可したいと思います。事務局は全員出席して

おります。会議録署名委員は、田野倉委員と宮田委員を指名いたします。 

それでは、議事日程に従って会議を進めてまいりたいと思いますが、日程第１から第４

まで人事案件ですので、非公開で会議を進めたいと思いますが、いかがでしょうか。 

《異議なし》 

委員長（山城清邦君） 

   それでは、非公開で会議を進めます。 

    

＝非公開＝ 

 

委員長（山城清邦君） 

   質問がないようですので、質疑を終了いたします。 

   報告第１号臨時代理した教育委員会の職員の人事異動に関する報告及び承認については、

報告のとおり承認することに異議はございませんか。  

《異議なし》 

委員長（山城清邦君） 

   異議なしと認めます。 

   報告第１号臨時代理した教育委員会の職員の人事異動に関する報告及び承認については、

報告のとおり承認されました。 

   傍聴人の入室を許可します。 

   傍聴の方、どうもお待たせいたしました。 

   それでは続きまして、日程第５ 報告事項（１）、平成２８年度使用教科用図書採択事務

について、報告者は説明をお願いいたします。 

   梶井指導主事。 

指導主事（梶井ひとみ君） 

   それでは、配付しております資料をご覧ください。あきる野市公立学校教科用図書選定

要項に従いまして、平成２８年度使用教科用図書の採択事務を行っていきます。こちらの

要項につきましては、昨年度の小学校のときにも読み上げさせていただいておりますので、

お読みいただければと思います。 

   １枚めくっていただきまして、平成２８年度使用教科用図書選定関係組織を確認させて

いただきたいと思います。教育委員会の矢印下、囲んであります教科用図書選定資料審議
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会というものを設置いたします。こちらは、要項の第３条に書かれているとおりでござい

ます。また、この選定資料審議会につきましては、右側に書かれておりますが、校長代表

２名、保護者代表２名、教育部長、指導担当部長で構成することになります。こちらは、

要項の第５条のほうに書いております。また、その矢印下の教科用図書調査委員会、こち

らを設置しました。こちらは第６条に書いてあるとおりでございます。その組織につきま

しては、要項の第８条に書いており、調査委員会は校長または副校長で組織することにな

っております。さらに、教科用図書調査委員会につきましては、下部組織としましてその

下にあります各教科専門部会というのを置くことになっております。こちらにつきまして

は、要項の第９条に書いてあります。各教科専門部会の組織につきましては、第１０条に

書かれておりますが、校長または副校長１名、調査委員会が任命した主幹教諭、主任教諭、

教諭３名から組織されております。そして、各教科専門部会等からの調査研究を行う一方

で、先ほどの調査委員会のほうでまとめていくという形になります。各学校からの意見に

つきましては、第１２条に書いておりますけれども、教育委員会が定める様式に従いまし

て校長を通じて調査委員会に意見を提出するようになっております。 

   組織、要項については以上でございます。 

   ２枚目裏面でございますが、今後の採択事務の予定でございます。もう既に校長会等で

はこの事務の手続についてはお示しさせていただいているところですが、今後５月１５日

には市の広報やホームページ等で教科書展示会の内容について掲載すること、また６月５

日から６月１８日の特別展示会、６月１９日から７月８日の法定展示会を設定させていた

だいております。そして、その後選定協議会、調査委員会等を経まして７月２３日の定例

教育委員会で採択をする予定でございます。 

   私からは以上です。 

委員長（山城清邦君） 

   ありがとうございました。 

   ご質問いかがでしょうか。 

   丹治委員。 

委員（丹治 充君） 

   教科書の展示場所については、これから発表になるのですか。 

指導主事（梶井ひとみ君） 

   はい、５月１５日の市広報とホームページで発表する予定です。 

委員（丹治 充君） 

   もう一点よろしいでしょうか。 

委員長（山城清邦君） 

   どうぞ。 

委員（丹治 充君） 

   各教科専門部会等がこれから行われるということでしたが、各学校へはいつ頃教科書見

本が届くのでしょうか。 

指導主事（梶井ひとみ君） 

   教科書が教育委員会に届くのは４月末日の予定ですが、一部社会科のほうは５月中旬頃
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に届く予定になっております。届いた教科書をこちらで確認した上で、各学校に５月上旬

から６月中旬あたりにお届けをして、ご意見をいただく形にしたいと考えております。 

委員（丹治 充君） 

   ありがとうございました。 

委員長（山城清邦君） 

   よろしいですか。 

委員（丹治 充君） 

   はい。 

委員長（山城清邦君） 

   ほかにご質問いかがですか。 

   田野倉委員。 

委員長職務代理者（田野倉美保君） 

   教科用図書の選定資料審議会の中に、保護者の代表２名とありますが、大体どういった

方が選ばれているのか、教えていただきたいんですが。 

委員長（山城清邦君） 

   梶井指導主事。 

指導主事（梶井ひとみ君） 

   市Ｐ連の会長の方などに出ていただいております。 

委員長（山城清邦君） 

   ほかにご質問ございますか。 

委員長職務代理者（田野倉美保君） 

   よろしいですか。 

委員長（山城清邦君） 

   田野倉委員。 

委員長職務代理者（田野倉美保君） 

   昨年、人から聞いた話ですので、情報が正確かどうかわからないんですが、教科書見本

の展示を見に市役所別館に行った際に、くくったままで中を開いて見づらかったとお聞き

しました。私も行って確かめた訳ではないのですが、見やすい工夫というか、一般の方が

いらしたときに見やすい配置など、その辺も考えていただけるとありがたいなと思います。 

委員長（山城清邦君） 

   事務局の方で、そういえばあのことかなと思い当たられることはありますか。 

   西山課長。 

指導担当課長（西山豪一君） 

   今、田野倉委員からお話しいただいたようなことは、事務局のほうにも別ルートでご意

見いただいております。今お話がありましたように、展示会場のスペースには限りがござ

いますので、全てを上手にはなかなか難しいですが、少なくともまず今回採択する教科書

見本に関しましては、今まではロッカーの中に全部並べていたんですけれども、それを例

えば机の上に並べて、昨年度の教科書はロッカーの中に入れておいて、比較しながら見る

ことができるようにレイアウトを考えていきたいと思っております。 
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委員長（山城清邦君） 

   ありがとうございました。 

   では、私のほうから質問いたします。日程表の６月５日から７月８日、特別展示会と法

定展示会とありますが、位置づけはどうなっているのでしょうか。法定展示会をやってい

れば、法令上は十分だと。さらに特別に特別展示会をしますという意味なのでしょうか。 

   西山課長。 

指導担当課長（西山豪一君） 

   法定展示会につきましては、今委員長からお話がありましたように、定められた期間展

示することになっております。今年は教科書採択の年に当たっておりますので、特別展示

会も実施して、約１カ月間展示をしようという形になっております。 

委員長（山城清邦君） 

   なるほど。採択のときには特別展示が必要になるということですね。 

指導担当課長（西山豪一君） 

   はい。 

委員長（山城清邦君） 

   ありがとうございました。 

   ほかにご質問ございますか。よろしいですか。 

《なし》 

委員長（山城清邦君） 

   それでは、本件は報告として承りました。ありがとうございました。 

   続きまして、日程第６ 教育委員報告です。 

   教育長、お願いいたします。 

教育長（宮林 徹君） 

   それでは、前回の教育委員会の定例会から本日までですけれども、３月の終わりには退

職辞令などの関係の辞令の伝達式がありました。４月１日は年度始め式があって、また新

しいスタートを切る辞令伝達式、あるいは委嘱式がありました。 

   前半は入学式等がありましたし、中旬から後半にかけては新年度が始まって、いろんな

ところで総会が開かれたりして、いろんなところに行く機会が多くて、今年１年間あきる

野市の教育は何をもってどうしていくかというような話も一連の場でしてきました。市が

求めるのが、子供が主役のあきる野市なんだよという話もしました。団体の組織の様子を

見ながら、子供を中心にしながら、まちが動いていくんだと。そのために学校もしっかり

しなきゃいけないよという話もしました。特に４月８日に、増戸地区の防災安心委員会の

会長さんと町内会長さんが、相談があるんだけどということで来ました。あそこの地区は

活発に防災安心委員会を組織としてやっているんですが、地域で子供をどう育てるかとい

うことについて真剣に考えていて、地域で子供と話し合いをしたいんだと。話し合いのテ

ーマは、いじめ防止について、いじめの問題についてを考えていると。もう一つは、本当

に心配しているので、スマホの使い方について子供たちと地域で話をしてみたいけれども、

そういうことを地域の人が言い出したら、学校は困るでしょうかと相談に来たんです。で

すから、それは困るどころか大変ありがたいし、そういう話し合いを地域の人たちが中心
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になってやっていただくことで市内全体へ波及効果を及ぼすんじゃないかと。具体的にど

うするかについては、またじっくり学校とも相談しながらやれるようにしましょうという

ことをお話しました。増戸地区の防災委員会の委員長さんはすごいなと思いました。 

   それから、それぞれ総会などがありました。保護司会あるいは町内会自治会連合会の総

会では、市がつくったいじめ防止対策推進条例のパンフレットを全員に配布して、説明を

しました。地域でもこの問題に取り組んでほしいという話もさせてもらいました。 

   それから、４月１８日の土曜日ですが、東京都の社会教育委員連合会の総会がキララホ

ールでありました。あきる野市が当番市だったので、東京都の社会教育委員さんに、あき

る野市に来ていただいて総会を開きました。そこで当番市の教育長ということで挨拶をさ

せていただきました。そのときに、先ほど田野倉委員が言ったように、社会教育委員の人

たちと私たち教育委員が一回集まって話をすることもいいなと思いました。こういう人た

ちがそれぞれの市町村の社会教育委員になって、生涯学習の視点からいろいろな取り組み

をされているんだなと思ったときに、ともすると私たちは学校教育だけに話の焦点がいき

がちなので、教育全体のことを考えたときに、社会教育委員の人たちと話をすることが欠

けていたなと私は思いました。今年どこかでその人たちと話をしたいなと思いました。今

あきる野市の社会教育委員は第１０期目だと思います。９期目まではそれぞれ提言をして

いるんだよね。２年間勉強して、こんなことについて勉強しましたと、提言書を提出して

もらっています。提言の中でこれはとてもいいなと思うものは、教育施策にきちんと取り

上げていかなきゃいけないと思います。委員の皆さんも、せっかく勉強したことを話した

いでしょうし、お聞きしたいなと思ったりもしています。委嘱状を渡すのは私なんですよ

ね。私が今年もよろしくお願いしますといって全員に渡すんです。こういう人たちが一生

懸命やってくれているんです。社会教育委員の人たちと、５人の教育委員が一度集まって、

年に１回か２回懇談会を開きながら、教育の課題について話をするということはとてもい

いことだなと思いました。そういうことで、頭の中に入れておいていただきたいなと思い

ます。 

   以上です。 

委員長（山城清邦君） 

   各種審議会の委員さんも随分立派な方がいらっしゃって、しっかり活動していただいて、

報告書も出していただいて、すごいですよね。 

教育長（宮林 徹君） 

   はい。 

委員長（山城清邦君） 

   ぜひお願いいたします。 

   ほかの委員さん、この１カ月の活動で何かありましたら、どうぞ。 

   田野倉委員からお願いします。 

委員長職務代理者（田野倉美保君） 

   小学校、中学校出の入学式に参列させていただきました。それぞれに児童や生徒が新た

な生活が始まるということで、期待と少しの不安を持って神聖な気持ちで臨まれていて非

常によかったと思います。 
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   すごく私がうれしく思ったのは、事務局で用意していただいている「お祝いの言葉」の

内容です。今まではあきる野市の小学校、中学校として同じ内容のものでしたが、今年は

それぞれ学校ごとに違った内容で用意してありました。本当に各学校の特色をずばり保護

者、入学してくる児童生徒に式典の場でアピールできて、非常によかったと思います。ご

苦労もあったと思いますが、本当にありがとうございました。 

   以上です。 

委員長（山城清邦君） 

   丹治委員。 

委員（丹治 充君） 

   辞令交付式、伝達式に、今年も大勢の方が他市からあきる野市にお見えになったり、新

規採用者の方があきる野市で第一歩を踏み出されました。教職員に対するあきる野市の教

育については、今後の様々な課題としてあるなと感じました。 

   それと、教職員の年齢的なバランスについても、何年度か先を見越して異動計画を考え

ていくことも必要になってくるなと出席して感じました。 

   特に、特別支援教育については、教育長も何度も何度も触れられてきていますから、非

常に大事なことが一人一人の教職員にも浸透しています。今後とも続けていかなければな

らないだろうと感じました。 

   以上です。 

委員長（山城清邦君） 

   ありがとうございました。 

   宮田委員。 

委員（宮田正彦君） 

   活動報告書には記載していないですが、４月１日の教職員の辞令交付式の後に、教育相

談員の方の委嘱式が行われたのに立ち会わせていただきました。お目にかかったことのあ

る方は１人か２人だったので、こんなにたくさんの方が巡回されているというのは本当に

頼もしく感じました。通常、学校にスクールカウンセラーの方がいて、学校で対応されて

いますが、そういう方にも地道にやっていただければ、本当に子供が主役になって、特別

支援教育もますます浸透すると思いますので、期待しておりますし、やっていただきたい

と思っています。 

   以上です。 

委員長（山城清邦君） 

   では、私のほうからご報告いたします。宮田委員と同じように、報告書には書き損ねて

しまったんですけど、教育長室で行った教育相談所の方々に対する辞令交付に立ち会わせ

ていただきました。私の場合、幼稚園で関係しているんですが、職員も学校で勉強をし、

現場でも訓練は受けているんですが、やはり専門的に勉強された方々の鋭い感覚に、本当

に感心することがたくさんあります。子どもたちが家庭を離れて集団生活の中で過ごすと

きに、いかにその子らしく、成長のために有効な援助ができるかという意味では、本当に

有効に働いていただいていて、本当にありがたいと思っています。 

   それから、もう一つ、４月１５日に体育館で教育研究会の総会がありました。小中学校
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の先生方が一堂に会されて、総会の開会式、毎年参列させていただきますが、新採用の先

生もおられて、初々しいといいますか、フレッシュな感じがいたしました。教員というの

は専門家ですから、自分で勉強しなきゃいけないことが基本的にはたくさんあるにしても、

職場で訓練をしていただくというのはありがたいです。またぜひそれを有効に使っていた

だいて、あきる野市にご縁のある先生方がますます力をつけて、子供たちに還元していっ

ていただきたいなと思いました。何か期待できるような、予感が今年はいたしました。非

常に楽しみにさせていただくことができました。 

   私からは以上です。 

   ほかに補足はございませんか。よろしいですか。 

   他にないようですので、教育委員報告を終了いたします。 

   事務局から今後の日程等についてご案内お願いします。 

小林課長。 

教育総務課長（小林賢司君） 

   それでは、今後の日程等につきましてご案内をさせていただきます。 

   ４月３０日木曜日午後１時から東京自治会館におきまして東京都市町村教育委員会連合

会の常任理事会及び理事会が開催をされます。山城委員長に常任理事となっていただいて

おりますので、ご出席をお願いいたします。詳細につきましては、後日ご案内をさせてい

ただきます。 

   ５月８日木曜日午後２時から午後５時まで、小中学校合同の大規模地震対応訓練を行い

ます。教育委員さんの安否確認も電話でさせていただきますので、よろしくお願いいたし

ます。 

   ５月１０日日曜日は、都立秋留台公園でスポーツ・レクリエーション大会が開催されま

す。詳細につきましては、後日担当のほうからご案内をさせていただきます。 

   ５月１９日火曜日は、東京都市町村教育委員会連合会の定期総会が午後３時から東京自

治会館で開催をされます。出発時間等詳細につきましては、後日ご案内をさせていただき

ます。 

   ５月２１日木曜日午前１０時から５階５０３会議室におきまして総合教育会議が開催を

されます。 

   ５月２３日土曜日は、東秋留小学校、西秋留小学校、南秋留小学校、一の谷小学校、五

日市小学校の運動会が開催をされます。 

   最後に、次回５月の定例会でございますが、５月２６日午前１０時から５０５会議室で

開催いたします。午前１０時からとなりますので、よろしくお願いいたします。 

   以上でございます。 

委員長（山城清邦君） 

   ありがとうございました。 

   それでは、以上をもちまして教育委員会４月定例会を終了いたします。 

                        閉会宣言   午後２時５１分 

 


